
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 517800 御調大山田簡易郵便局 ○ 広島県尾道市御調町大山田宮ノ前１１５７－６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 239010 妻良簡易郵便局 ○ 静岡県賀茂郡南伊豆町妻良東條５４２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 239010 妻良簡易郵便局 ○ 静岡県賀茂郡南伊豆町妻良５４２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 438880 河合西簡易郵便局 ○ 兵庫県小野市河合西町城成２９９－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 438880 河合西簡易郵便局 ○ 兵庫県小野市河合西町２９９－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 477540 和歌山木ノ本石橋簡易郵便局 ○ 和歌山県和歌山市木ノ本５５７－６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 517990 平簡易郵便局 ○ 広島県福山市鞆町後地１７０２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 517990 平簡易郵便局 ○ 広島県福山市鞆町後地１７０２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 743020 志摩郵便局 - 福岡県糸島市志摩初２０６－７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 743020 志摩郵便局 - 福岡県糸島市志摩初３－６－１８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 748090 馬間田簡易郵便局 ○ 福岡県筑後市馬間田１０７５－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 767790 舟津簡易郵便局 ○ 長崎県諫早市多良見町木床１５５９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 767790 舟津簡易郵便局 ○ 長崎県諫早市多良見町木床１５５９ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 116680 矢下簡易郵便局 ○ 長野県大町市八坂６４９６－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 123230 七谷郵便局 - 新潟県加茂市黒水８５６－７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 123230 七谷郵便局 - 新潟県加茂市黒水６９０－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

R7.11.1 業務変更

R7.11.1 契約解除

R7.11.1 住居表示変更

R7.11.1 契約解除

R7.10.7 契約解除

R7.11.1 住居表示変更

R7.11.1 住居表示変更

R7.11.4 移転

R7.11.1 業務変更

R7.11.4 契約締結

別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 237090 富士宮黒田簡易郵便局 ○ 静岡県富士宮市野中９０８－１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 237090 富士宮黒田簡易郵便局 ○ 静岡県富士宮市野中９０８－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 458000 榛原比布簡易郵便局 ○ 奈良県宇陀市榛原比布１１７２－５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 012720 京橋通郵便局 - 東京都中央区京橋３－６－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 012720 京橋通郵便局 - 東京都中央区京橋２－４－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 077390 黒磯鍋掛簡易郵便局 ○ 栃木県那須塩原市鍋掛１０８９－４３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 048590 須賀尾簡易郵便局 ○ 群馬県吾妻郡東吾妻町須賀尾１２０８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 077060 清洲簡易郵便局 ○ 栃木県鹿沼市北半田８８０－１３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 128040 妙高田切簡易郵便局 ○ 新潟県妙高市田切９４８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 218280 赤羽根若見簡易郵便局 ○ 愛知県田原市若見町権亟地９７－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 617970 津和地簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市津和地５５７ ○ ○ ○ × ○ × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 647640 寺村簡易郵便局 ○ 高知県吾川郡仁淀川町寺村１６９２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R7.11.29 契約解除

R7.11.29 契約解除

R7.11.29 契約解除

R7.11.29 契約解除

R7.11.29 契約解除

R7.11.22 契約解除

R7.11.29 契約解除

移転

R7.11.13 契約締結

R7.11.17 移転

R7.11.4



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 727830 宮河内ハイランド簡易郵便局 ○ 大分県大分市宮河内浄土寺３７６９－２９５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847640 千年簡易郵便局 ○ 青森県つがる市稲垣町千年亀菊１０８－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R7.11.29 契約解除

R7.11.29 契約解除

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は


